
　日本では長期にわたり、「結婚適齢期になれば結婚して家庭を持
ち、男性が外で働いて女性は子育てをして家庭を守るのが当たり
前」という時代がありました。女性が家庭のことを全て担っていた
ので、男性は仕事一筋の生活をすることができたのです。高度成長
期を支えた男性たちは企業戦士と呼ばれ「24時間働けますか？」
いう言葉がコマーシャルで使われたりしました。
　しかし、女性の社会進出が進み、男性と同じように責任のある
仕事について働き続けたいと希望する女性が増加すると、結婚し
て、子どもを育てる女性が急速に減少したようです。理由の一つと
して、家事全般を担い、子育ても１人でこなしながら、男性と同じよ
うに働くことは負担が大き過ぎますから、結婚して子育てをする
か仕事を続けるかの選択を迫られ、子どもを持つことをあきらめ
る女性が現れたことが考えられます。その結果、急速に少子化が

進み、また医療の発達や食生活の改善で平均寿命が飛躍的に伸
び、少子高齢化を招きました。そして現在日本の少子高齢化は世
界に類を見ないスピードで進んでいます。
　このままでは、社会全体が持続可能でなくなってしまいます。そ
こで推奨されるようになったのがワーク・ライフ・バランスという
考え方です。

　ワーク・ライフ・バランスというと、単に少子高齢化対策のため
の子育て支援とか、男性が育児や家事にも参加することと捉える
方も多いようです。少子高齢化対策が最重要課題であることは間
違いありませんが、ワーク・ライフ・バランスとは実はそれだけを
指すものではありません。仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己
啓発など、様々な活動について、自らが希望するバランスで展開で
きる状態のことを言います。

　つまり、①男性も女性も、あらゆる世代の人のためのものであり、
②人生の段階に応じて自ら希望する「バランス」を決められるもの
であり、③「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環を
もたらすものなのです。その結果、多様性を尊重した活力ある社
会が生まれ、個人も企業・組織も更には社会全体も持続可能とな
るという考え方です。

　ワーク・ライフ・バランスを実現するための法整備も進んでいま
す。男女雇用機会均等法は改正を重ねて、職場における女性の差
別や妊娠や出産を原因とするハラスメントが禁止されました。ま
た企業・組織に女性活躍の推進を促す女性活躍推進法が施行さ
れました。
　更にすべての人にとって働きやすい環境を整備するためのいわ
ゆる働き方改革関連法が今年の４月から施行になります。その中
でもワーク・ライフ・バランス実現のために特に重要なものとして、
労働基準法の改正による、残業時間の上限規制と年次有給休暇
の５日間取得の義務化が挙げられます。子育てや介護にも時間を
割きたい人や、自己啓発をもっと行いたい人、あるいは地域社会の
活動にも参加したいにとって仕事とのバランスがとり易くなると期
待されています。

　事業者にとっても、従業員のワーク・ライフ・バランスを支援す
ることには大きなメリットがあります。ワーク・ライフ・バランス支
援と聞くと「お金がかかる、会社に余裕がないから無理」と考える
経営者の方もまだまだ多いのですが、そんなことはありません。人
手不足が深刻化する中、多様な人材を活かして競争力を強化する
ためにも必要です。後述するように、お金をかけなくてもできる事

もたくさんありますから、まずはそこからはじめてはいかがでしょ
うか。
　企業・組織が積極的にワーク・ライフ・バランスを支援すると、
従業員の方の働く意欲や満足度が向上します。また、自分のやり
たいことができているという状態は、仕事のストレスを低減させメ
ンタルヘルスが向上します。そうすると身体の健康も増進し、労
働生産性の向上につながります。労働生産性が上がれば、仕事量
が変わらなくても労働時間が削減され残業しなくても済むという
好循環にもつながっていくでしょう。
　では企業・組織が行うワーク・ライフ・バランス支援の構造につ
いて説明します。

　家の構造にたとえると、ワーク・ライフ・バランスを支援するた
めのいろいろな制度を整えることは２階部分になります。それを
支える１階部分は、その職場で長時間労働を前提としない仕事の
管理や、それを可能にする人材育成やコミュニケーションの状況
になります。そしてそうした状況を生み出すその企業・組織の風土
や文化が家の土台となります。したがって、２階部分の制度だけを
整えようとしても無理があり、まずはすべての従業員に共通する
土台と１階部分を整える取組を行う必要があるのです。

　私がワーク・ライフ・バランス支援の取組をお手伝いしたある
会社では、出産を機に退職してしまう技術職の女性従業員のかた
に、出産後復職してもらえるようにしたいと考えていました。その
会社では育児休業制度や短時間勤務制度の利用を積極的に推奨
していましたが、当事者はなかなかそれを利用しようとしなかっ
たのです。なぜなら会社の経営層は制度を利用して出産後に復職
してくれることを望んでいましたが、直属の上司や同僚といった一
緒に働いている仲間たちの意識や価値観が経営層と合っておら
ず、口には出さないまでも子供の都合で遅刻したり欠勤したり、
短時間しか働けない人がいるのはちょっと迷惑というような雰囲
気が醸成されていて、制度を利用しにくかったようなのです。
　そこで、法定を上回る支援制度を導入するとともに、全社員に
向けて研修を行いました。女性従業員の復職を支援することが会
社にとっていかにメリットがあるか、今からワーク・ライフ・バラン
スを考えた働き方をすることが介護の問題に直面した時にどれだ
け有効か、退職後の充実した生活にとってどれだけ重要か、といっ
たことをお話し、会社全体としてお互いのワーク・ライフ・バランス
を支援しようとする意識改革にまず取組みました。その結果、女
性従業員の退職率を下げることができました。

　費用がかからず、すぐにでも取り組める制度を２つだけご紹介
します。まだ導入していないようでしたら、是非ご検討ください。

　清算期間（最大で1カ月以内の一定の期間で、労使協定で定め
たもの）内での総労働時間を決めておいて、その清算期間内での
各日の労働時間を労働者が決められる制度。この精算期間が４
月から最大３か月に延長されますので、さらに柔軟な働き方がで
きるようになると思います。

　時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から翌日の
始業時までに、一定時間のインターバルを保障することにより従
業員の休息時間を確保しようとする制度。睡眠不足は疾病のリス
クを高めるという医学的知見があり、従業員の健康を守る上で休
息時間を確保することは極めて重要です。不測の事態があり残業
が深夜に及んだ場合でもこの制度を導入することでちゃんと休息
がとれるようになるはずです。

　目黒区でも、ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業とい
う制度を実施しており、ワーク・ライフ・バランスに取り組む300
人以下の中小企業等を対象として、社会保険労務士を無料で派
遣しています。「働き方改革関連法の施行で、年次有給休暇５日間
の取得の義務化がされているけれど、とても余裕がない、具体的
にどうしたらいいのかわからない」など、お悩みのことなどがあり
ましたら、社会保険労務士がお手伝いできます。男女平等・共同
参画センターに問い合わせてみてください。

　小林 富佐子
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出典：佐藤博樹・武石恵美子「職場のワーク・ライフ・バランス」（日本経済新聞社）推計値
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※1：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
※2：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
※3：働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
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